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〓お知らせ〓 

 

 

 

令和６年１２月１０日（火）から令和７年１月１０日（金）までの間、令和６年度「年末年始の

輸送等に関する安全総点検」を実施する旨、山梨運輸支局長より通達がありました。   

標記運動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施」について 

令和６年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施細目（抜粋）                           

                                                               関東運輸局山梨運輸支局 

○実施時期                            

令和６年１２月１０日（火）～令和７年１月１０日（金） 

 

○重要点検事項及び点検項目 

（１）社内規定等の整備 

① 作業の安全を図る安全服務規律等社内規程が制定されているか。  

② 社内規定の内容が適正であるか、また、従業員などに周知徹底されているか。 

（２）飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況 

① 飲酒運転防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。  

② 覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。 

（３）車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の車輪脱落事故防止対

策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況） 

① 自動車点検基準に基づく日常点検及び定期点検整備が的確に実施されているか。 

② 過積載、暴走等を助長するような車両の不正改造の防止が徹底されているか。 

（４）新型インフルエンザ等感染症の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な

物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実

施状況 

① ポスター類の掲示、放送などにより、公共交通機関の車内・構内等におけるマスク着用、咳

エチケット等を呼びかけているか。 

② 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底が図られ

ているか。 

③ インフルエンザ等の流行に備え、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため

に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めて

おく事業継続計画、または対応マニュアルが策定されているか。 

 

○実施事項 

 （１）整備事業者においては、自動車使用者に対し、日常点検、定期点検、定期点検整備の励行

を指導すること。また、後部座席を含むシートベルト着用の徹底とチャイルドシート使用

の徹底を図ること 

 （２）リボンの着用、垂れ幕等を掲出するとともに、点検事項を掲示するなどして総点検の趣旨

の徹底を図ること 
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国土交通省では、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドラ

イン」を策定し、今般、更に今後の自動車整備士等の処遇改善等の施策のため、整備事業者に対し

てアンケート調査を実施しております。 

つきましては、下記ＱＲコードより回答頂きますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の協力について 


